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概     要 

制 度 趣 旨 
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じ

た中小企業者に対する支援する。 

ご 利 用 

いただける方 
中小企業信用保険法２条６項の規程により市町村長の認定を受けた中小企業者

（特例中小企業者） 

対 象 資 金 経営の安定に必要な事業資金 

保 証 限 度 ２億８千万円 

保 証 期 間 １０年以内（据置２年以内） 

貸 付 形 式 証書貸付・手形貸付 

保 証 料 率 0.80％ 

責 任 共 有 対象外 


